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議 案 名 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長

期優良住宅建築等計画認定申請手数料等を改正するものです。 

 

 

制 定 内 容 

今回の法律の改正は、手続きの合理化や審査結果の責任の所在の

明確化を目的として改正されるものです。 

現行では、長期優良住宅の認定申請者は認定申請の前に、登録住

宅性能評価機関へ長期優良住宅の技術的審査と住宅性能表示の性能

評価による審査の２つの申請が必要です。 

改正後は、住宅性能表示の性能評価による審査の申請と併せて住

宅の構造及び設備が長期使用構造等の審査が行われ、１つの申請に

なるとともに、確認書若しくは住宅性能評価書が添付された長期優

良住宅の認定申請については、長期使用構造等に係る基準に適合し

ているものとみなし、行政での審査が省略されます。 

また、住宅の規模や維持保全計画の項目については、行政が審査

を行うこととなり、新たな審査項目として災害配慮基準に関する審

査項目が追加されます。 

 これを踏まえて、手数料を改めます。（別表６２、６３、６４、

６５、６６の項） 

施 行 日 等 

令和４年２月２０日 

改正後の規定は、施行の日以降にされる申請に係る手数料につい

て適用し、同日前の申請に係る手数料については従前の例によりま

す。 
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富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第2条関係） 

1～60（略） 

61 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第2条関係） 

1～60（略） 

61 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

２０年法律第８７号）第５条第１項から第３項

までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の

認定の申請に対する審査（同法第６条第１項各

号に掲げる基準に適合していることを示す書類

が提出された場合の審査に限る。） 

ア 一戸建ての住宅 

（ア） 新築の場合 

（イ） 増築又は改築の場合 

イ 床面積の合計が５００平方メートル以下の

共同住宅等 

（ア） 新築の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 増築又は改築の場合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

１件につき 6,000円 

１件につき 10,000円 

 

 

１件につき 13,000円(当該共

同住宅等に係る長期優良住宅

建築等計画の認定について同

時に複数の住戸の申請がされ

た場合のそれぞれの申請に係

る手数料は、１３，０００円を

当該住戸の合計数で除して得

た額。ただし、その額に１００

円未満の端数があるときはこ

れを切り捨てた額とする。) 

１件につき 21,000円(当該共

同住宅等に係る長期優良住宅
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62 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

２０年法律第８７号）第５条第１項から第３項

までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の

認定の申請に対する審査（住宅の品質確保の促

進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第

６条の２第３項の確認書若しくは同条第４項の

住宅性能評価書（いずれも長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第６条第１項第１号に掲げ

る基準に適合しているものに限る。）又はこれら

の写しが提出された場合の審査に限る。） 

ア 一戸建ての住宅 

（ア） 新築の場合 

（イ） 増築又は改築の場合 

イ 床面積の合計(申請に係る住戸を含む１の

建築物の床面積の合計をいう。６３の項におい

て同じ)が５００平方メートル以内の共同住宅

等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外

の住宅をいう。６３の項において同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 8,000円 

１件につき 13,000円 

 

 

 

 

 

 

 

建築等計画の認定について同

時に複数の住戸の申請がされ

た場合のそれぞれの申請に係

る手数料は、21,000円を当該住

戸の合計数で除して得た額。た

だし、その額に100円未満の端

数があるときはこれを切り捨

てた額とする。） 

62 長期優良住宅の普及の促進に関する法律    

          第５条第１項から第３項 

までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の

認定の申請に対する審査（住宅の品質確保の促

進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）

第５条第１項に規定する          

住宅性能評価書（設計された住宅       

                      

           に限る。）     

の写しが提出された場合の審査に限る。） 

ア 一戸建ての住宅の場合 

（新設） 

（新設） 

イ 床面積の合計              

                      

    が５００平方メートル以下の共同住宅

等の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 23,000円 

（新設） 

（新設） 

１件につき 72,000円（当該共

同住宅等に係る長期優良住宅

建築等計画の認定について同

時に複数の住戸の申請がされ

た場合のそれぞれの申請に係

る手数料は、72,000円を当該住

戸の合計数で除して得た額。た
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（ア） 新築の場合 

（イ） 増築又は改築の場合 

 

 

 

１件につき 17,000円 

１件につき 25,000円 

63 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 

（     ６２の項及び６４の項に規定する

審査を除く。） 

ア 一戸建ての住宅 

（ア） 新築の場合 

（イ） 増築又は改築の場合 

イ 床面積の合計が５００平方メートル以内の

共同住宅等 

（ア） 新築の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 増築又は改築の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 57,000円 

１件につき 85,000円 

 

 

１件につき 127,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき 194,000円 

 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

だし、その額に100円未満の端

数があるときはこれを切り捨

てた額とする。） 

（新設） 

（新設） 

63 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 

（６１の項、６２の項及び６４の項に規定する

審査を除く。） 

ア 一戸建ての住宅 

（ア） 新築の場合 

（イ） 増築又は改築の場合 

イ 床面積の合計が５００平方メートル以下の

共同住宅等 

（ア） 新築の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 増築又は改築の場合 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

１件につき 57,000円 

１件につき 85,000円 

 

 

１件につき 127,000 円（当該

共同住宅等に係る長期優良住

宅建築等計画の認定について

同時に複数の住戸の申請がさ

れた場合のそれぞれの申請に

係る手数料は、127,000円を当

該住戸の合計数で除して得た

額。ただし、その額に100円未

満の端数があるときはこれを

切り捨てた額とする。） 

１件につき 194,000 円（当該

共同住宅等に係る長期優良住

宅建築等計画の認定について
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64 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（同

法第６条第２項の規定による審査の申出を伴う

審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条

第４項の規定に基づく建築物に関する計画の構

造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」

という。）の実施の申出を伴う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ６２の項又は６３の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額 

    ６２の項又は６３の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額に、次に定める額を更に加

算した額 

(1) (2)以外のもの 

174,600円 

(2) 構造計算が建築基準法第

２０条第１項第３号イに規定

する国土交通大臣の認定を受

同時に複数の住戸の申請がさ

れた場合のそれぞれの申請に

係る手数料は、194,000円を当

該住戸の合計数で除して得た

額。ただし、その額に100円未

満の端数があるときはこれを

切り捨てた額とする。） 

64 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（同

法第６条第２項の規定による審査の申出を伴う

審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条

第４項の規定に基づく建築物に関する計画の構

造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」

という。）の実施の申出を伴う場合 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算し

た額に、次に定める額を更に加

算した額 

(1) (2)以外のもの 

174,600円 

(2) 構造計算が建築基準法第

２０条第１項第３号イに規定

する国土交通大臣の認定を受
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けたプログラムにより行われ

るもの 

120,700円 

65 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（６６の項に

規定する審査を除く。） 

    ６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額 

66 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（同条第２項

で準用する同法第６条第２項の規定による審査

の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

 

 

 

 

 

 

 

    ６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ 

４０の項に定める額を加算し

た額 

    ６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ 

４０の項に定める額を加算し

た額に、次に定める額を更に加

算した額 

(1) (2)以外のもの 

174,600円 

(2) 構造計算が建築基準法第

 

 

 

けたプログラムにより行われ

るもの 

120,700円 

65 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（６６の項に

規定する審査を除く。） 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額 

66 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（同条第２項

で準用する同法第６条第２項の規定による審査

の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ 

４０の項に定める額を加算し

た額 

６１の項、６２の項又は６３の

項に定める額に２分の１を乗

じて得た額に、当該申出に係る

床面積等に応じて、それぞれ 

４０の項に定める額を加算し

た額に、次に定める額を更に加

算した額 

(1) (2)以外のもの 

174,600円 

(2) 構造計算が建築基準法第
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２０条第１項第３号イに規定

する国土交通大臣の認定を受

けたプログラムにより行われ

るもの 

120,700円 

67 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条

第１項及び第３項の規定に基づく譲受人を決定

した場合における長期優良住宅建築等計画の変

更の認定の申請に対する審査 

１件につき 2,200円 

68～87（略） 

 

２０条第１項第３号イに規定

する国土交通大臣の認定を受

けたプログラムにより行われ

るもの 

120,700円 

67 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条

第１項     の規定に基づく譲受人を決定

した場合における長期優良住宅建築等計画の変

更の認定の申請に対する審査 

１件につき 2,200円 

68～87（略） 

 

 


